
別紙１（掲示及び配布用） 

平

被

成 ２ ３ 年 ３ 月 

国税庁･国税局･税務署 

 

 

 

 

   

今般の地震の被害を受けて避難をされている皆様へ 

 

 

 

 
国 税 に 関 す る ご 相 談 等 は 

災者の納税地を所管する税務署以外の 

最寄りの税務署でもお受けすることができます。   

 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の納税者の方につきましては、

国税に関する申告･納付等の期限の延長を行いました｡ 

  この他の地域に納税地のある方につきましても、交通途絶等により申告・

納付等が困難な方につきましては、期限延長が認められますので、状況が落

ち着いた後、最寄りの税務署にご相談ください｡   

還 付 金 の 支 払 に つ い て 
 

  すでに申告を行っている還付金の支払時期等の確認をされる場合は、最寄

りの税務署へお問い合せください｡ 

 
納 税 証 明 書 の 交 付 に つ い て

 

  最寄りの税務署でも納税証明書交付申請書を受け付けていますので、ご相

談ください。 

  なお、納税証明書の交付まで多少の日数がかかる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

避難所に避難しておられる皆様へ 

  最寄りの税務署はこちらです。   

    －松 本 税 務 署－ 

松本市城西２丁目１番２０号 

最寄り駅 JR 篠ノ井線松本駅から徒歩 15 分 

電話番号 ０２６３‐３２‐２７９０ 

（自動音声でご案内します） 


